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【コメント】 

 (1) ＦＲＡＮＤ宣言 

   ＩＴ産業等では，デジタル技術の発展等により，１つの製品（情報通信

機器等）に多数のＩＰＲ（知的財産権）が関係するようになり，いわゆるア

ンチ・コモンズの悲劇（共有されるべき財産が細分化されて私有され、社会

にとって有用な資源の活用が妨げられること）が生じている。 

   このアンチ・コモンズを回避するために，標準化活動（標準化活動に参

加しようとしている企業が現に取得し，将来取得する可能性のある特許に

かかる技術を団体に申告させ，合理的かつ非差別的な条項でライセンスを

することを求めようとする活動）が行われ，多くの場合，標準化団体の会

員は，（Ｆ）ＲＡＮＤ条件（公正，合理的かつ非差別的な条件）（ｆａｉｒ，ｒ

ｅａｓｏｎａｂｌｅ ａｎｄ ｎｏｎ－ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｏｒｙ ｔｅｒｍｓ ａｎｄ ｃ

ｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）で自社ＩＰＲのライセンスを（第三者にも）許諾すること

を保証する宣言（ＦＲＡＮＤ宣言）を行っている。 
 技術の標準化を進めることによって，①製品間の互換性の確保，②製造・

調達のコストの削減，③研究開発の効率化や他社との提携機会の拡大等の効

果が見込まれ，エンドユーザーにも，④製品・サービスの利便性の向上，④

製品価格やサービス料金の低減，に繋がることになる。 
他方で，⑤標準化に必須の知的財産権を保有する企業が，その標準規格を

使用して製品化を図る他の企業に対し，当該知的財産権の実施を禁止するこ

とを求め，高額で理不尽なライセンス条件を要求して強制的に同意させると

いう状況（ホールドアップ状況）が生じるおそれがあり，また，⑥他の企業

は，実施許諾を得られない場合，既に標準規格の適用のために行った投資（開

発投資・設備投資）が無駄になるおそれがあり，ひいては，⑦技術の標準化

による普及が著しく阻害される可能性，がある（判決８９頁）。 
そこで，技術の標準化の必要性と知的財産権の保有者の権利との間のバラ

ンスをとることが要請され，その結果，ＦＲＡＮＤ宣言が重要視されること

となる。 
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 (2) 本件における争点 

   本件では，ＦＲＡＮＤ宣言をしていたＥＴＳＩの会員である被告の原告

に対する対応が，情報提供義務・誠実交渉義務・ライセンス契約締結義務

違反になるか，義務違反があった場合に特許権侵害による損害賠償請求権

の行使が制限されるか等が問題となった。 

   以下に，本件判決の内容を紹介し，ＦＲＡＮＤ条項違反の効力について検討

する。 

 

 【参考】 標準規格必須特許とＦＲＡＮＤ宣言 

     参考資料「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」（平 

成２４年３月 一般財団法人 知的財産研究所）（以下「報告書」） 

・国内事例として，標準必須特許の譲受人による情報通信分野のインフラ 

（通信事業）という公益性の高く，事業に対する投下資本の大きい事業に

対する権利行使，比較的高額な損害賠償請求，不実施者や事業撤退者によ

る標準必須特許の権利行使及びＦＲＡＮＤ宣言や消尽といった標準必須特

許特有の権利行使が行われている（同５頁以下）。 
しかし，実質的に判断した判例は本件が初めて。 

・多くの場合，ＦＲＡＮＤ条項がある。   

 

【事例】 

(1) 原告（Apple Japan合同会社）が，原告の各製品（「iPhone 3GS」（「本件製品

１」），「iPhone 4」（「本件製品２」），「iPad Wi-Fi＋3Gモデル」（「本件製品３」），「iPad 2  Wi-Fi

＋3Gモデル」（「本件製品４」）の生産，譲渡，輸入等の行為は，被告（韓国，三

星電子株式会社）の特許第４６４２８９８号の特許権（発明の名称「移動通信

システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する

方法及び装置」。後述の通り，本件特許は，ＵＭＴＳ規格に準拠した製品の製造，販売等及

び方法の使用をするのに避けることのできない必須特許である）の侵害行為に当たら

ないなどと主張し，被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為

に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた。 

★判決＝損害賠償請求権不存在確認請求を認容。 

  

 (2) 争点（判決１２頁） 

（争点１）本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否 

  【本件製品２，４が本件発明１（請求項８），本件発明２（請求項１）の各

技術的範囲に属する，と判断。省略】 
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（争点２）本件発明２に係る本件特許権の間接侵害の成否 

  【判断なし】 

（争点３）特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許

権の権利行使の制限の成否 

  【判断なし】 

（争点４）本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無 

  【判断なし】 

（争点５）被告の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくアップル社と被告間の本件特許

権のライセンス契約の成否 

  【判断なし】 

（争点６）被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の

成否 

 

 

【判決概要】 

 判決（判決７０頁以下）中，争点６（権利濫用の成否）についての判断の要

約（判決８８頁以下） 

 (1) ＥＴＳＩ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ 

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，欧州電気通信標準化機構）のＩＰＲ（知的財産権）ポリシー

（ア）第２世代移動通信システム（２Ｇ）＝欧州外では国ごとに規格が異な 

  るばかりか，一つの国の中ですら規格が異なっており，普遍的な運用互換

性がなかった。米国，日本，欧州は，それぞれ互換性のない規格に従った

システムを運用。 

第３世代移動通信システム（３Ｇ）＝従来の音声サービスだけでなく，デ

ータサービス及びマルチメディアサービスを提供することの普及促進と付

随する仕様の標準化を目的として，ＥＴＳＩなどの世界の標準化団体が結集

し，１９９８年（平成１０年）に３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｐ

ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃｔ）という名称の標準化団体を結成。 

 

（イ）ＥＴＳＩの定めるＩＰＲポリシー 

   一般に，技術の標準化を進めることによって，製品間の互換性を確保し， 

  製造・調達のコストを削減し，また，研究開発の効率化や他社との提携機

会の拡大等の効果が見込まれ，さらには，エンドユーザーにとっても，製

品・サービスの利便性の向上，製品価格やサービス料金の低減につながると

いった意義があると考えられる。 

他方で，企業は，ある特定の知的財産権が標準化された技術の規格に必須
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とされた場合，当該知的財産権を保有する企業が，その標準規格を使用して

製品化を図る他の企業に対し，当該知的財産権の実施を禁止すると脅しつつ，

法外な実施料やその他の理不尽なライセンス条件を要求して，これに強制的

に同意させるという状況が策出されるおそれがあり，また，他の企業は，当

該知的財産権の実施許諾を得られない結果，既に標準規格の適用のために行

った投資（開発投資・設備投資）が無駄になるおそれがあり，ひいては，技

術の標準化による普及が著しく阻害される可能性があることを踏まえて，通

信分野における技術の標準化の必要性と知的財産権の保有者の権利との間

のバランスをとることが要請されている。 

 ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーは，このような要請に応えることを目的。 

 

（ウ）ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの規定のポイント 

ａ 各会員は，特定の規格又は技術仕様に関連するＥＴＳＩに必須ＩＰＲ 

 について適時に知らせるため合理的に取り組む（ＩＰＲポリシー４．１項）。 

ｂ 必須ＩＰＲがＥＴＳＩに知らされた場合，ＥＴＳＩの事務局長は，少な

くとも製造，製造した機器の販売，賃貸，処分，修理又は使用，動作及び

方法の使用の範囲で，当該ＩＰＲにおける取消不能なライセンスを「公正，

合理的かつ非差別的な条件」（ｆａｉｒ，ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ ａｎｄ ｎｏｎ－ｄｉ

ｓｃｒｉｍｉｎａｔｏｒｙ ｔｅｒｍｓ ａｎｄ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ＦＲＡＮＤ条件）

で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で３か月以内に保証す

ることを，当該ＩＰＲの所有者に直ちに求め，保証が許諾されない場合，

委員会の委員長は，適切な場合，問題が解決するまで，委員会が規格又は

技術仕様についての作業を停止すべきかどうかについて判断し，関連の規

格または技術仕様の承認を行う（ＩＰＲポリシー６．１～６．３項）。 

 

（エ）ＩＰＲポリシーを補足する「ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針」 

「会員の権利」 

「・自らのＩＰＲを規格に含めることを拒否すること。 

 ・規格に関し，公正，合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾 

 されること（６．１項）。」 

「会員の義務」 

「・ＥＴＳＩに，自らのＩＰＲ及び他者の必須ＩＰＲについて知らせる

（適時開示義務） 

・必須ＩＰＲの所有者は，公正，合理的かつ非差別的な条件でライセン 

スを許諾することを保証すること」 

「第三者の権利」 
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   「・第三者には，必須ＩＰＲの所有者として，又はＥＴＳＩ規格若しく 

 は文書のユーザーとして，ＥＴＳＩのＩＰＲについての方針の下で，

次の特定の権利を有する。 

○少なくとも製造及び販売，賃貸，修理，使用，動作するため，規格

に関し，公正，合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾される

こと（６．１項）。」 

 

 (2) 本件ＦＲＡＮＤ宣言に至るまでの経緯 

（ア）ＥＴＳＩの会員である被告は，１９９８年，ＥＴＳＩに対し，３ＧＰ 

  Ｐが策定した通信規格であるＵＭＴＳ規格（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｏｂｉｌ

ｅ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｙｓｔｅｍ）としてＥＴＳＩが推

進しているＷ－ＣＤＭＡ技術に関し，被告の保有する必須ＩＰＲライセン

スを，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に従って，「公正，合理的かつ

非差別的な条件」（ＦＲＡＮＤ条件）で許諾する用意がある旨の宣言をし

た。 

（イ）被告は，２００５年（平成１７年）５月４日，韓国において，本件出願

の優先権主張の基礎となる特許出願（優先権主張番号１０－２００５－０

０３７７７４）をした。 

（ウ）被告が２００５年に３ＧＰＰのワーキンググループに提案した，従来か

らある通常Ｅビット解釈のオプション規格としての「代替的Ｅビット解

釈」（非確認モード（ＵＭ）でデータを伝送する場合に，シーケンス番号

（ＳＮ）に続くＥビットについて，上位レイヤーのコンフィギュレーショ

ンが代替的Ｅビット解釈を使用することを選択した場合にのみ使用され

る規格）が，標準規格の一つとされた。 

（エ）被告は，平成１８年５月４日，本件出願をし，平成２２年１２月１０日，

本件特許権の設定登録を受けた。 

（オ）被告は，２００７年（平成１９年），ＥＴＳＩに対し本件出願の国際出

願等に係るＩＰＲが，ＵＭＴＳ規格に関連した必須ＩＰＲであるか，又は

そうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，そのＩＰＲが引き続き必須

である範囲で，規格に関し，ＩＰＲポリシー６．１項に準拠する条件（Ｆ

ＲＡＮＤ条件）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言

（本件ＦＲＡＮＤ宣言）をした。 

  

(3) 本件ＦＲＡＮＤ宣言後の経緯等 

（ア）アップル社は，２０１１年（平成２３年）４月，米国において，被告に

対し，「ｉＰｈｏｎｅ」及び「ｉＰａｄ」に関するアップル社の知的財産
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権（但し，標準規格に必須とされるものではない）を侵害したとして侵害

訴訟を提起した。 

（イ）その後，被告は，平成２３年４月２１日，原告による本件各製品の生産，

譲渡等の行為が本件各発明に係る本件特許権を侵害するとして，仮処分命

令の申立てをしたが，平成２４年９月２４日，本件製品１及び３を対象と

する部分を取り下げた。 

（ウ）ａアップル社は，２０１１年（平成２３年）４月２９日，被告に対し，

●（省略）●等を明らかにするよう要請した。 

ｂ被告は，２０１１年（平成２３年）５月１３日，アップル社に対し，

アップル社が求めるライセンスの条件（対象特許の特定，期間，アッ

プル社が保有する必須特許のクロスライセンスの可能性等）を明らか

にすること及び今後の交渉について双方機密扱いで行うよう要請し，

さらに，ＦＲＡＮＤ条件でアップル社にライセンスを提供する用意が

あるが，当該ライセンスの条件を規定する前に，機密保持契約を締結

することを求め，アップル社と被告は，同年７月２０日付けで秘密保

持契約を締結した。 

（エ）被告は，２０１１年（平成２３年）７月２５日，アップル社に対し，

ＦＲＡＮＤ条件に従って，ＵＭＴＳ規格に必須の被告の保有する特許

（出願中のものを含む。）の全世界的かつ非独占的なライセンスを，関

連する「●％の料率」でライセンス供与する用意ができていることを提

示した。 

 これに対し，アップル社は，同年８月１８日，被告の本件ライセンス

提示がＦＲＡＮＤ条件に従ったものとアップル社において判断するこ

とができるようにするために，アップル社と被告間の秘密保持契約に基

づいて，被告がアップル社に支払うことを求めるロイヤルティ料率を他

社も支払っているかの確認を含む情報，被告と他社との間の必須特許の

ライセンス契約に関する情報を開示するよう要請した。 

 アップル社は，〔１〕ＵＭＴＳ規格に不可欠とされる特許のあらゆる

所有者が全体として要求できるロイヤルティ料率の合計には上限があ

ると考えられており，被告も別の訴訟において，そのようなロイヤルテ

ィ料率の合計が「約５％」であるべきだと主張しているところ，全世界

においてＵＭＴＳ規格に不可欠と宣言された１８８９の特許ファミリ

ーのうち，被告が保有しているものがその５．５％に当たる１０３にす

ぎないことに鑑みると，被告がアップル社に対して要求できるロイヤル

ティ料率は，高くても０．２７５％（５％×５．５％）と捉えるべきで

ある，〔２〕被告がＵＭＴＳ規格に不可欠と宣言する特許は移動体通信
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チップの機能性にのみ関連するものであるから，当該部品の価格あるい

は少なくとも通信装置の業界平均価格を基準とすべきであるところ，被

告提示のライセンス料率は，●（省略）●を基準とし，その料率に係る

数値も上記〔１〕の数値をはるかに上回る点で，法外に高いなどと主張

した。 

（オ）原告は，平成２３年９月１６日，本件訴訟を提起した。 

（カ）ａ 被告は，２０１２年（平成２４年）１月３１日，アップル社に対し，

被告の本件ライセンス提示がアップル社にとって不本意な内容であ

るならば，アップル社において，真摯な対案を提示するよう要請をし

た。 

ｂ アップル社は，２０１２年（平成２４年）３月４日，被告に対し，

自社が行ったＵＭＴＳ規格に必須であると被告が主張する日本にお

ける三つの特許（特許第４６４２８９８号（本件特許），特許第４２

９９２７０号及び特許第４２９１３２８号）に関する分析結果を反映

したライセンス条件を提案するものとして，ライセンス契約書案を添

付して，ライセンス契約の申出をした。その概要は，●％をロイヤル

ティとして支払うという内容のものである。 

 これを受けて，被告は，同年４月１８日，アップル社に対し，アッ

プル社の上記ライセンス契約の申出について，●％という金銭的条件

が低額であり不合理であることなどを理由に，ＦＲＡＮＤ条件に基づ

くライセンス契約の申出に当たらないなどと意見を述べた。 

（キ）ａ アップル社は，２０１２年（平成２４年）９月１日，被告に対し， 

    ２Ｇ，３Ｇ及び４Ｇ（ＬＴＥ）に対応する携帯機器標準規格必須特  

許全体を対象として，クロスライセンスの提案を含むＦＲＡＮＤ条件

に基づくライセンス許諾の枠組みを提案する用意があると表明した。 

ｂ 被告は，２０１２年（平成２４年）９月７日，アップル社に対し，

●（省略）●を提案した。 

ｃ アップル社は，２０１２年（平成２４年）９月７日，被告に対し，

ロイヤルティ料率を算定するに当たってのアップル社の基本的な考

え，算定基準等を示した上で，全てのフィーチャーフォン，スマート

フォン及び携帯型タブレットに関する両当事者間の１台当たりのロ

イヤルティの構成として，携帯機器標準規格必須特許全体のロイヤル

ティを１台当たり●ドルを上限とすべきであるとの前提に立ち，被告

がアップル社に請求できるロイヤルティ料率をその●％，アップル社

が被告に請求できるロイヤルティ料率をその●％とするライセンス

案を提示した。 
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(4) 準拠法 

  本件は，日本法人である原告が，韓国法人である被告に対し，被告が本件

特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことの確認を

求める訴訟であり，渉外的要素を含むものであるから，準拠法を決定する必

要がある。 

 本件損害賠償請求権は，その法律関係の性質が不法行為であると解される

から，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）１７条によって

その準拠法が定められることになる。本件における「加害行為の結果が発生

した地の法」（通則法１７条）は，本件各製品の輸入，販売が行われた地が

日本国内であること，我が国の特許法の保護を受ける本件特許権の侵害に係

る損害が問題とされていることからすると，日本の法律と解すべきであるか

ら，本件には，日本法が適用される。 

  

(5) 権利濫用の成否について 

原告は，被告が意図的に本件特許について適時開示義務に違反したこと，

被告の本件仮処分の申立てが報復的な対抗措置であること，被告が本件ＦＲ

ＡＮＤ宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についてのラ

イセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反し，いわゆる「ホールドアッ

プ状況」（標準規格に取り込まれた技術の権利行使によって標準規格の利用

を望む者が利用できなくなる状況）を策出していること，かかる被告の一連

の行為が独占禁止法に違反することなどの諸事情に鑑みれば，被告が原告に

対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用（民

法１条３項）に当たり許されない旨主張する。 

 

ア（ア）我が国の民法には，契約締結準備段階における当事者の義務につい 

 て明示した規定はないが，契約交渉に入った者同士の間では，一定の場 

合には，重要な情報を相手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則上

の義務を負うものと解するのが相当である。 

 ところで， 

〔１〕３ＧＰＰを結成した標準化団体であるＥＴＳＩ（欧州電気通信標準

化機構）の会員である被告は，平成１９年８月７日，ＥＴＳＩに対し，

本件出願の国際出願番号等に係るＩＰＲ（知的財産権）がＵＭＴＳ規格

（３ＧＰＰ規格）に必須であること，この必須ＩＰＲについて，ＥＴＳ

ＩのＩＰＲポリシー６．１項に準拠するＦＲＡＮＤ条件（公正，合理的

かつ非差別的な条件）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある
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旨の宣言（本件ＦＲＡＮＤ宣言）をした。 

〔２〕ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針１．４項は，会員の義務として，

「必須ＩＰＲの所有者は，公正，合理的かつ非差別的な条件でライセン

スを許諾することを保証することが求められること」（ＩＰＲポリシー

６．１項），第三者の権利として，「少なくとも製造及び販売，賃貸，修

理，使用，動作するため，規格に関し，公正，合理的かつ非差別的な条

件でライセンスが許諾されること」（ＩＰＲポリシー６．１項）を定め

ていることが認められる。 

 被告は，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを希望する申出があった場

合には，その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず，当該Ｕ

ＭＴＳ規格の利用に関し，当該者との間でＦＲＡＮＤ条件でのライセン

ス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解され

る。 

 被告が本件特許権についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを希望

する具体的な申出を受けた場合には，被告とその申出をした者との間で，

ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入った

ものというべきであるから，両者は，上記ライセンス契約の締結に向け

て，重要な情報を相手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則上の義

務を負うものと解するのが相当である。 

 そして，遅くとも，アップル社が，平成２４年３月４日，本件特許を

含む日本における三つの特許に関するＦＲＡＮＤ条件でのライセンス

契約の申出をした時点で，アップル社から被告に対するＦＲＡＮＤ条件

によるライセンスを希望する具体的な申出がされたものと認められ，ア

ップル社と被告は，契約締結準備段階に入り，上記信義則上の義務を負

うに至ったものというべきである。 

 

（イ）被告は， 

〔１〕日本法の観点からは，ＦＲＡＮＤ宣言により誠実交渉義務が生じ

るのは，ライセンス対象特許の有効性を争うことなく，真にライセン

スを受けることを希望する「確定的なライセンスの申出」が必要であ

ると解すべきである， 

〔２〕アップル社の平成２４年３月４日の申出は，被告の本件特許の抵

触性と有効性を争うものであるから，そもそも「確定的なライセンス

の申出」に該当しないし， 

〔３〕アップル社の上記申出の内容は，「●％」という不合理に低額な

ライセンス料率を提示するものであって，交渉が成立しないことを知
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った上で，申出の外形を形式的に策出しただけの真にライセンスを受

ける意思のないものであり，この点においても，上記申出が「確定的

なライセンスの申出」に該当しないとして，被告には，本件ＦＲＡＮ

Ｄ宣言に基づく誠実交渉義務が発生していない旨主張する。 

 しかしながら，いずれも認められない。 

 

 イ 信義則上の義務違反があったかどうか

〔１〕被告は，平成２３年７月２０日付けで秘密保持契約を締結した後，

ＦＲＡＮＤ条件に従って，ＵＭＴＳ規格に必須の被告の保有する特

許の全世界的かつ非独占的なライセンスを「●％の料率」でライセ

ンス供与する用意ができていることを提示したが，その算定根拠を

示さなかった 

〔２〕アップル社は，同年８月１８日，被告の本件ライセンス提示につ

いて，全世界においてＵＭＴＳ規格に不可欠と宣言された１８８９

の特許ファミリーのうち，被告が保有しているものがその５．５％

に当たるにすぎないことからすると，被告がアップル社に対して要

求できるロイヤルティ料率は，高くても０．２７５％（５％×５．

５％）と捉えるべきであることなどを理由に，被告の本件ライセン

ス提示に係るライセンス料率が法外な高さであり，ＦＲＡＮＤ条件

に従ったものでないとの意見を述べ，被告の本件ライセンス提示が

ＦＲＡＮＤ条件に従ったものとアップル社において判断すること

ができるようにするために，被告がアップル社に支払うことを求め

るロイヤルティ料率を他社も支払っているかの確認を含む情報，被

告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報を開示

するよう要請した， 

〔３〕被告は，平成２４年１月３１日，アップル社に対し，被告の本件

ライセンス提示が不本意な内容であるならば，アップル社において，

真摯な対案を提示するよう要請をしたが，その際，被告は，本件ラ

イセンス提示に係るライセンス料率（ロイヤルティ料率）の算定根

拠を示さなかった， 

〔４〕アップル社は，平成２４年３月４日，被告に対し，被告がＵＭＴ

Ｓ規格に必須であると宣言した本件特許を含む日本における三つ

の特許について，●％をロイヤルティとして支払う旨のＦＲＡＮＤ

条件でのライセンス契約の申出をした， 

〔５〕被告は，同年４月１８日，アップル社に対し，上記〔４〕の申出

は低額であり不合理であること，などを理由に，ＦＲＡＮＤ条件に
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基づくライセンスの申出に当たらない，などと意見を述べた， 

〔６〕アップル社は，同年９月１日，被告に対し，携帯機器標準規格必

須特許全体を対象として，クロスライセンスの提案を含むＦＲＡＮ

Ｄ条件に基づくライセンス許諾の枠組みを提案する用意がある旨

を表明し，さらに，同月７日，ロイヤルティ料率を算定するに当た

ってのアップル社の基本的な考え，算定基準等を示した上で，全て

のフィーチャーフォン，スマートフォン及び携帯型タブレットに関

する両当事者間の１台当たりのロイヤルティの構成として，携帯機

器標準規格必須特許全体のロイヤルティを１台当たり●ドルを上

限とすべきであるとの前提に立ち，被告がアップル社に請求できる

ロイヤルティ料率をその●％，アップル社が被告に請求できるロイ

ヤルティ料率をその●％とするライセンス案を提示した， 

 

これらの認定事実に加えて，アップル社が平成２４年９月７日に 

提示したライセンス案について，被告がいかなる対応をしたのか不明

であることを総合すると， 

〔１〕アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉の過 

程において，被告は，平成２３年７月２５日，本件ＦＲＡＮＤ条件に従

ったライセンス条件として，ＵＭＴＳ規格に必須の被告の保有する特許

（出願中のものを含む。）の全世界的かつ非独占的なライセンスについ

て「●％の料率」の提示をしたものの，その際には，上記ライセンス条

件の算定根拠を示すことがなかった上，その後，アップル社から，被告

の本件ライセンス提示がＦＲＡＮＤ条件に従ったものとアップル社に

おいて判断することができるようにするために，被告がアップル社に支

払うことを求めるロイヤルティ料率を他社も支払っているかの確認を

含む情報，被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報

を開示するよう要請があったにもかかわらず，平成２４年９月７日に至

っても上記ライセンス条件の算定根拠を示すことはなかったこと 

〔２〕その間，被告は，アップル社が同年３月４日，被告がＵＭＴＳ規格

に必須であると宣言した本件特許を含む日本における三つの特許につ

いて，●％をロイヤルティとして支払う旨のＦＲＡＮＤ条件でのライセ

ンス契約の申出をし，さらには，同年９月７日，ロイヤルティ料率を算

定するに当たってのアップル社の基本的な考え，算定基準等を示した上

で，クロスライセンスを含む具体的なライセンス案を提示しているにも

かかわらず，アップル社が被告の本件ライセンス提示を不本意とするな

らば，アップル社において具体的な提案をするよう要請するのみで，ア
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ップル社が提示したライセンス条件に対する具体的な対案を示してい

ないことが認められる。 

 

 上記〔１〕及び〔２〕に鑑みると，被告は，アップル社の再三の要請

にもかかわらず，アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自

社のライセンス提案がＦＲＡＮＤ条件に従ったものかどうかを判断す

るのに必要な情報（被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関

する情報等）を提供することなく，アップル社が提示したライセンス条

件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから，

被告は，ＵＭＴＳ規格に必須であると宣言した本件特許に関するＦＲＡ

ＮＤ条件でのライセンス契約の締結に向けて，重要な情報をアップル社

に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認め

るのが相当である。 

  

ウ 以上のとおり，被告が，原告の親会社であるアップル社に対し， 

①本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権

についてのＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約の締結準備段階におけ

る重要な情報を相手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則上の義務

に違反していること， 

②かかる状況において，被告は，本件口頭弁論終結日現在，本件製品２及

び４について，本件特許権に基づく輸入，譲渡等の差止めを求める本件

仮処分の申立てを維持していること， 

③被告のＥＴＳＩに対する本件特許の開示（本件出願の国際出願番号の開

示）が，被告の３ＧＰＰ規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係

る技術（代替的Ｅビット解釈）が標準規格に採用されてから，約２年を

経過していたこと，その他アップル社と被告間の本件特許権についての

ライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると，被告が，上記

信義則上の義務を尽くすことなく，原告に対し，本件製品２及び４につ

いて本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用

に当たるものとして許されないというべきである。 
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【検討】 

 ＦＲＡＮＤ条項違反の効力 

(1)  契約準備段階における信義則上の義務 

   契約準備段階での信義則上の説明義務や情報提供義務は一般的に認められ 

  ている。 

   本件では，ＦＲＡＮＤ宣言と第三者との関係であるが，上記のとおり，「第

三者の権利」として，「少なくとも製造及び販売，賃貸，修理，使用，動作す

るため，規格に関し，公正，合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾

されること」（ＩＰＲポリシー６．１項）が定められているので，その判断を

するための情報提供義務は肯定されよう。 

 

 A. 最判平成１９年２月２７日（最高裁判所裁判集民事２２３号３４３頁） 

「Ａから本件商品の具体的な発注を受けていない以上，最終的に被上告人と

Ａとの間の契約が締結に至らない可能性が相当程度あるにもかかわらず，

上記各行為により，上告人に対し，本件基本契約又は４社契約が締結され

ることについて過大な期待を抱かせ，本件商品の開発，製造をさせたこと

は否定できない。上記事実関係の下においては，上告人も，被上告人も，

最終的に契約の締結に至らない可能性があることは，当然に予測しておく

べきことであったということはできるが，被上告人の上記各行為の内容に

よれば，これによって上告人が本件商品の開発，製造にまで至ったのは無

理からぬことであったというべきであり，被上告人としては，それによっ

て上告人が本件商品の開発，製造にまで至ることを十分認識しながら上記

各行為に及んだというべきである。したがって，被上告人には，上告人に

対する関係で，契約準備段階における信義則上の注意義務違反があり，被

上告人は，これにより上告人に生じた損害を賠償すべき責任を負うという

べきである」 

B. 最判平成２３年４月２２日（最高裁判所民事判例集６５巻３号１４０５

頁） 

 「契約の一方当事者が，当該契約の締結に先立ち，信義則上の説明義務に

違反して，当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情

報を相手方に提供しなかった場合には，上記一方当事者は，相手方が当該

契約を締結したことにより被った損害につき，不法行為による賠償責任を

負うことがある」 

 

★ 【参考】「民法（債権関係）の改正に関する検討事項（6）詳細版」（法務

省） 
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 契約締結過程における説明義務・情報提供義務 

契約を締結するに際して必要な情報は，各当事者が自ら収集するのが原

則であると言われてきた。しかし，契約交渉段階に入った当事者間の関係

は，何らの接触もない者の間の関係より緊密であり，交渉の相手方に損害

を被らせないようにする信義則上の義務を負うのではないかという指摘が

されており，このような義務の一内容として，判例上，契約締結過程にお

ける信義則上の説明義務違反を理由とする損害賠償責任を認めるものがあ

る。 

現代においては，当事者間に情報量・情報処理能力に格差がある場合も

少なくないこと等を踏まえ，契約締結過程における信義則上の説明義務又

は情報提供義務違反を理由とする損害賠償責任についての規律を設けるべ

きであるという考え方があるが，どのように考えるか。 

（補足説明） 

１ 契約締結過程における説明義務・情報提供義務の内容とその要件 

(1) 説明義務・情報提供義務という用語は様々な場面で用いられるが，契約

締結前の準備や交渉の段階における義務としては，契約締結のための意思

決定の基盤の確保という観点から，当該契約を締結するか否かの判断に影

響を及ぼす事項についての説明義務・情報提供義務と，それ以外の事項に

ついての説明義務・情報提供義務を区別し，前者についての規律を置くべ

きであるという考え方がある。 

例えば，相手方の生命・身体・財産に対する危険を防止するための情報

も，契約締結前に提供されることが多いが，この情報の提供の如何にかか

わらず，相手方は同じ条件で契約したと考えられるので，契約締結のため

の意思決定の基盤の確保という問題ではないと考えられる。この種の情報

提供の例として，食品の保存方法に関する情報が告げられなかったため，

腐ってしまった場合や，マンションの売買で防火設備の操作方法の説明義

務を売主及び売主と一体となって事務を行っていた宅建業者に認めた最判

平成１７年９月１６日判例時報１９１２号８頁等が挙げられる。そして，

契約締結の際の不適切な説明により，契約後に生命・身体・財産に対する

損害を被った場合については，契約交渉段階の過失を原因として発生した

損害ではあるが，契約の成立を前提として認められる債務不履行ないし付

随義務違反の問題に吸収して処理することができるとされている。 

これに対し，契約締結過程で提供されるべき情報の中には，契約を締結

するかどうかの判断には直結しないが，契約締結に際して当然知っている

べき情報もあり得ることから，これらを含めて説明義務・情報提供義務を

規定するべきであるという考え方もあり得る。 
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以上を踏まえ，契約締結過程における説明義務・情報提供義務を条文で

明確にすること，及び義務の対象となる情報に付すべき限定につき，どの

ように考えるか。 

(2) 契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼす事項についての説明義務・

情報提供義務については，関連する裁判例の数は多数に上る。これらの裁

判例においては，説明義務・情報提供義務について，個別具体的な事案に

応じて，当該契約の性質，当事者の属性や相互の関係，交渉経緯その他の

多様な考慮要素を総合的に考慮して，信義誠実の原則（民法第１条第２項）

に従い判断していると言われている（例えば，融資と建物建築が一体とな

った計画の勧誘における建設会社及び金融機関の説明義務が争われた事案

に関する最判平成１８年６月１２日判時１９４１号９４頁等）。 

このような判例を踏まえ，要件を定式化して条文上に示すことは困難で

あるという指摘もされているが，他方で，できる限り考慮要素を明確化す

べきである等の観点から，判例が提示する考慮要素を整理した上で，その

判断の枠組みを条文上に明記すべきであるという考え方も提示されている。 

なお，この場合の責任の性質については，当該説明義務等が，契約成立

の前提となるものであって契約自由の原則の実質化である点を考慮し，債

務不履行責任と解すべきであるとする見解がある。他方で，判例を見ると，

例えば，上記最判平成１８年６月１２日判例時報１９４１号９４頁は，「不

法行為又は債務不履行に基づき」損害賠償の請求がされた事案において，

「・・・上記説明義務違反によって上告人に生じた損害について賠償すべ

き責任を負うべきである。」として，責任の性質には言及していない。そこ

で，上記の考え方，すなわち，判例の判断の枠組みを条文上に明記すべき

であるという考え方においては，この場合の責任の法的性質について解釈

にゆだねることが提案されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

２ 責任の内容 

契約交渉の際の不十分な説明や情報提供によって，本来締結しなかった

はずの契約を締結した場合，契約を締結しなければ被らなかったであろ

う損害の賠償を請求することができるものと理解し，その旨を条文上明

記すべきであるとする考え方がある。他方で，損害賠償の範囲に関する

一般法理によって決すれば足り，あえて特則を置く必要はないとする考

え方もある。 

以上について，どのように考えるか。 

なお，契約交渉の際の不十分な説明や情報提供が，例えば不当な表示

を伴ってされた場合などは，損害賠償のほかに意思表示又は契約の効力
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の問題となる。その場合における意思表示の効力等については，意思表

示の効力や契約の有効性に関する規律の議論の際に別途扱うこととする。 

 

★ 法制審議会民法（債権法）部会「民法（債権法）の改正に関する中間試案」

（平成２５年２月）では，「契約締結の自由と契約交渉の不当破棄」「契約

締結過程における情報提供義務」等の明文化が試案として上がっている。 

 

    (2) 誠実交渉義務まで認められるか（判例はない？） 

   ・本来は，労組法７条２号で使われる用語 

    「（不当労働行為） 

第７条  使用者は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。  

二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正 

当な理由がなくて拒むこと。」 

   ・報告書によれば，標準化にかかわる団体・大学・研究機関へのアンケート

（９１件回答）結果によれば，ＦＲＡＮＤ宣言の効力について，「特許権

者の誠実交渉義務である」と回答した者が，約 46％であった。 

   ・報告書（８５頁）で，田村善之教授は，「RAND 条項に合意した特許権者は，

それが誠実交渉義務を課すに止まる条項であったとしても，少なくとも

RAND 条件に従ったロイヤルティが提供される限り，特許権の行使をなしえ

ない地位にあることに変わりはない（それが RAND 条項が示す誠実交渉義

務の内容である）」としている（報告書８５頁。なお，「第三者のためにす

る契約」の関係を論じられている）。 

 

  (3) 損害賠償義請求権の行使について，権利濫用まで認められるか？ 

   ・本件では，差止請求権ではなく，損害賠償請求権の存否が問題となってい

る。そして，本件製品２，４は本件特許権を侵害すると判断されている。 

   ・したがって，被告は，本来，最低限でもロイヤルティ相当額の損害賠償請

求権を有している（但し，被告は損害額に関する主張を留保している。判

決１２頁）。 

   ・仮に，特許権者に信義則違反があり差止請求権の行使が権利濫用として否

定されるとしても（報告書でも差止請求権行使の可否が問題とされてい

る），損害賠償責任（本件の場合には，その販売数からすると極めて高額

になる可能性もある）まですべて否定されることには直結しないのではな

いかとの議論がありうる（例えば，根保証契約と信義則違反による債務の

減額の例）。 

なお，権利濫用で権利行使が認められないとしても，不法行為に基づく
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損害賠償請求権の行使を認める次の判決もある。 

最判昭和４３年９月３日（最高裁判所裁判集民事９２号１２７頁） 

「被上告人が上告人の従前同土地について有していた賃借権が対抗力を有

しないことを理由として上告人に対し建物収去・土地明渡を請求すること

が権利の濫用として許されない結果として，上告人が建物収去・土地明渡

を拒絶することができる立場にあるとしても，特段の事情のないかぎり，

上告人が右の立場にあるということから直ちに，その土地占有が権原に基

づく適法な占有となるものでないことはもちろん，その土地占有の違法性

が阻却されるものでもないのである。したがつて，上告人が被上告人に対

抗しうる権原を有することなく，右土地を占有していることが被上告人に

対する関係において不法行為の要件としての違法性をおびると考えること

は，被上告人の本件建物収去・土地明渡請求が権利の濫用として許されな

いとしたこととなんら矛盾するものではないといわなければならない。」 

 

          以上 

  

17 
 


